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指定地域密着型通所介護事業所管理者 各位 

 

豊 島 区 福 祉 部 
介護保険課長 秦 幸一郎 

（公印省略） 

 

 

令和８年度第１回集団指導の開催について 

 

日頃より、豊島区の介護保険事業にご理解、ご協力いただきありがとうございます。 

介護保険法第２３条及び豊島区介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱に基づき、 

下記のとおり集団指導を実施します。 

 

記 

 

１．開催期間  令和８年６月２２日（月）～令和８年８月１０日（月） 

 

２．開催方法  YouTubeによる動画配信（資料は豊島区ホームページへ掲載）によるオンライン開

催とします。 

 

３．対  象  豊島区内の指定地域密着型通所介護事業所 

 

４．内  容  介護サービスの内容、人員・設備及び運営並びに介護報酬の請求に関する基準等

について 

 

５．そ の 他  動画配信先のリンク及び豊島区ホームページへの資料の掲載については、順次行

います。 

        質問等は、アンケートフォーム（リンク/ＱＲコード）にて受付けます。 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 
豊島区福祉部介護保険課 事業者指導・監査グループ 
〒171-8422 豊島区南池袋２－４５－１ 
TEL：03-3981-1474 FAX 03-3981-6208 

メールアドレス A0029026@city.toshima.lg.jp 

mailto:A0029026@city.toshima.lg.jp

